
三島駅南口広域観光交流拠点整備事業に係る不動産鑑定評価書 

 

■対象土地   三島市一番町 2606番 10、三島市一番町 2606番 12 

        合計面積 3,404.02㎡（3,141.77 ㎡＋262.25 ㎡） 

 

■土地売却価格 465,883,770 円 

（126,000 円×3,141.77 ㎡＋267,000円×262.25 ㎡） 

 

■不動産鑑定評価書 

 この度、三島駅南口広域観光交流拠点整備事業により三島市及び三島市土地

開発公社所有地を売却する予定としていますが、別添（写）のとおり不動産鑑

定評価書を公表するものです。 

 

■不動産鑑定評価に基づく土地の売却について 

土地の売払い価格については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 237

条第 2 項により「適正な対価なくしてこれを譲渡してはならない」と規定され

ていることから三島市においては、従来から一定規模以上（100㎡）以上の未利

用の土地について売払い（公売）をする際、不動産の鑑定評価に関する法律（昭

和 38年 7月 16日法律第 152号）に基づきその評価に関し適正な価格の形成を

図るため、不動産鑑定士に依頼し、土地等の価格について算出を行っています。 

これは、昭和 30年代から続く地価高騰の原因として、土地特有の性格によっ

て生ずる地価の価格形成の困難さがあり、特に適正な地価に関する情報不足が

価格形成を妨げ、混乱させる原因となっているという認識がありました。 

そこで、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うにあたって、拠りどころと

なる実質的かつ統一的な行為規範として「不動産鑑定評価基準」（宅地審議会答

申）が昭和 39年に設定されました。 

この「不動産鑑定評価基準」が、不動産鑑定評価の意義を土地特有の性格に

起因する地価決定の不合理性を極力排除して、合理性を与えようとする流通対

策であるとともに、公共用地の取得等における公正妥当な補償額の算定に資す

ることを通じて公共用地取得の適正化・円滑化をも意図するところであります。 

このような理由から、三島市では、一般的に不動産鑑定評価については、国

家資格を保持している不動産鑑定士に依頼し、取付け道路の状況や土地の形状、

近隣地域の価格状況など、様々な要因について総合的に判断し、価格を算定す

る仕組みとなっています。 

 

■土地売却価格を決定した理由 

 今回売却を予定している土地については、2筆で構成されており、それぞれの

土地に対する評価額及び一体利用した場合の評価額の算定を依頼した。不動産

鑑定評価書（P2）により、単独利用評価の方が一体利用評価よりも高額であっ

たため、三島市においては単独利用評価による評価額を土地売却価格として決

定した。 














